
令和５年５月26日　金曜日           
第400号1 増刊①

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

第

四

百

号

増

刊

①

　
　
　
　
規

則
（
第
二
十
九
号
）

○
福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二　

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
四

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
四

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
財
政
支
援
課
）
…
…
…
…
…
四

　

福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
岡
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

　

第
一
条
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
」
に
、
「
宅
地

造
成
等
規
制
法
施
行
令
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
」
に
、
「
宅
地
造
成
等
規

制
法
施
行
規
則
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
造
成
主
」
を
「
工
事
主
」
に
、
「

宅
地
造
成
」
を
「
宅
地
造
成
等
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改

め
、
「
擁
壁
」
の
下
に
「
又
は
施
行
令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
造
成
主
」
を
「
工
事
主
」
に
、
「

宅
地
造
成
工
事
」
を
「
宅
地
造
成
等
工
事
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
工
事
が
」
を
「
工
事
の
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
宅
地
造
成
」
を
「
宅
地
造
成
等
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造

成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
、
「
別
記
様
式
第
二
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「宅

地
造
成
に

」
を
「宅

地
造
成
等
に

」
に
、
「造

成
主

　

住
所

」
を
「工

事
主

住
所

」
に
、
「福

岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則

」
を
「福

岡
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規

制
法
施
行
細
則

」
に
、
「宅

 地

 の

」
を
「土

 地

 の

」
に
、

「

造
　

成
　

主

施
　

行
　

者

」
を

「

工
　

事
　

主

施
　

行
　

者

」
に
改
め
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「宅

地
造

成
に

」
を
「宅

地
造
成
等
に

」
に
、
「造

成
主

」
を
「工

事
主

」
に
、
「福

岡
県
宅
地
造
成
等
規
制
法

施
行
細
則

」
を
「福

岡
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

」
に
、
「宅

 地

 の

」
を
「

土

 地

 の

」
に
改
め
、
様
式
第
四
号
中
「宅

地
造
成
工
事

」
を
「宅

地
造
成
等
工
事

」
に
、
「造

 成

 

主

」
を
「工

 事

 主

」
に
、
「宅

 地

 の

 所

 在

」
を
「土

 地

 の

 所

 在

」
に
、
「宅　

地　
の　
面　

積

」
を
「土　

地　
の　
面　
積

」
に
改
め
、
様
式
第
五
号
中
「宅

地
造
成
に

」
を
「宅

地
造
成
等
に

」
に
、
「造　

成　
主

」
を
「工　

事　
主

」
に
、
「宅

 地

 の
 

」
を
「土

 地

 の

」
に
改
め
、
様
式

第
六
号
中
「宅

地
造
成
等
規
制
法

」
を
「宅

地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

」
に
、
「第

６
条　
第

４
条
第
１
項

」
を
「第

７
条　
第
５
条
第
１
項

」
に
、
「試

掘
等
を
行
な
お
う

」
を
「土

地
に
試
掘
等

を
行
お
う

」
に
、
「関

係
人

」
を
「、

関
係
人

」
に
、
「場

合
に
お
い
て
は

」
を
「と

き
は

」
に
改
め

、
様
式
第
七
号
中
「宅

地
造
成
等
規
制
法

（
」
を
「宅

地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

（
」
に
、
「

第
９
条

」
を
「第

13条
第
２
項

」
に
、
「宅

地
造
成
等
規
制
法
施
行
令

」
を
「宅

地
造
成
及
び
特
定
盛

土
等
規
制
法
施
行
令

」
に
、
「第

17条
該
当

」
を
「第

22条
該
当

」
に
、
「１　

２　
３　

４　
５

」

を
「１　

２　
３　

４
」
に
、
「第

17条
第
１
号

」
を
「第

22条
第
１
号

」
に
改
め
る
。

目

次
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

安
部
ゆ
う
き
後
援

会

安
部　

有
樹

安
部　

有
樹

福
岡
県
福
岡
市
南
区
塩
原
三

－

六

－

八　

一
〇
四
号

四
、
一
一
、　

一

い
な
つ
き
昌
子
後

援
会

宇
土　

博
史

長
山　

直
美

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
白
銀
二

－

一

－

一
五　

四
、
一
一
、
一
五

う
ら
た
大
介
後
援

会

浦
田　

大
介

高
林　
　

仁

福
岡
県
田
川
郡
福
智
町
赤
池
三
六
七

－

一
〇
一

四
、
一
一
、
二
九

え
ぐ
ち
正
明
と
新

宮
町
を
語
る
会

江
口　

正
明

江
口　

正
明

福
岡
県
糟
屋
郡
新
宮
町
上
府
北
二

－

三

－

一
〇

四
、
一
一
、
三
〇

え
り
え
り
と
う
め

お
に
ぎ
り
を
作
る

会

塩
崎　

江
里

杉
原　
　

壮

福
岡
県
福
岡
市
西
区
下
山
門
団
地
一
四

－

四
〇
四
号

四
、
一
一
、
一
〇

オ
ー
ル
北
九
州
力

で
活
力
あ
ふ
れ
る

市
政
を
実
現
す
る

会

津
森　

洋
介

有
永　

圭
亮

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
三
郎
丸
三

－

六

－

二
〇　

久
野
ビ
ル
二
〇
二
号

四
、
一
一
、
一
四

お
ば
た
英
達
後
援

会

小
畠　

英
達

久
保　

典
男

福
岡
県
福
岡
市
西
区
姪
の
浜
六

－

二

－

一
〇

四
、
一
一
、
三
〇

鹿
島
脩
一
後
援
会

鹿
島　

脩
一

鹿
島
か
つ
こ

福
岡
県
筑
紫
野
市
石
崎
三

－

一
六

－

一

〇

四
、
一
一
、
二
一

片
宗
て
る
と
し
後

援
会

片
宗　

晃
智

片
宗　

晃
智

福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町
勝
山
黒
田
一

五
一
六

－

四

四
、
一
一
、　

二

く
ま
ひ
さ
の
り
後

援
会

久
間　

寿
紀

久
間
ま
り
子

福
岡
県
八
女
市
上
陽
町
下
横
山
三
六
八

三

－

二

四
、
一
一
、
二
八

く
ら
も
と
敏
徳
後

援
会

水
上　
　

開

吉
田　

茂
真

福
岡
県
福
津
市
本
木
一
五
八
七

－

三

四
、
一
一
、
二
九

さ
え
き
の
り
こ
後

援
会

佐
伯　

憲
子

大
里　
　

泰

福
岡
県
嘉
麻
市
上
山
田
一
二
六
四

－

四

四
、
一
一
、　

一

し
お
に
ゅ
う
こ
う

き
後
援
会

塩
生　

好
紀

塩
生
真
希
子

福
岡
県
福
岡
市
西
区
大
字
周
船
寺
一
七

二

－

三

四
、
一
一
、　

一

新
開
た
か
ま
さ
後

援
会

新
開　

嵩
将

新
開　

嵩
将

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
警
固
三

－

五

－

三

四
、
一
一
、　

七

た
さ
き
明
夫
後
援

会

宮
井　

弘
一

田
崎　

明
夫

福
岡
県
田
川
郡
糸
田
町
一
二
七
〇

－

一

三

四
、
一
一
、
二
五

つ
も
り
洋
介
後
援

会

津
森　

洋
介

有
永　

圭
亮

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
三
郎
丸
三

－

六

－

二
〇　

久
野
ビ
ル
二
〇
二
号

四
、
一
一
、
一
四

永
原
学
後
援
会

永
原　
　

学

永
原　
　

学

福
岡
県
田
川
郡
大
任
町
大
字
今
任
原
四

一
三
九

－

九
五

四
、
一
一
、
二
五

中
村
シ
ン
イ
チ
ロ

ー
後
援
会

中
村
慎
一
朗

中
村
慎
一
朗

福
岡
県
大
野
城
市
宮
野
台
一
二

－

一
二

四
、
一
一
、　

八

博
春
会

有
村　
　

博

有
村　

康
博

福
岡
県
春
日
市
春
日
四

－

九
七

四
、
一
一
、
一
七

花
下
あ
る
も
後
援

会

花
下　

主
茂

花
下
由
樹
乃

福
岡
県
八
女
市
納
楚
四
九
五

－

七　

ラ

・
ナ
チ
ュ
ー
ル
Ｃ

四
、
一
一
、
一
六

林　

泰
輔
後
援
会

林　
　

泰
輔

林　
　

泰
輔

福
岡
県
朝
倉
市
堤
一
二
五
〇

－

二

四
、
一
一
、
一
四

原
田
し
げ
ふ
み
後

援
会

原
田　

茂
史

原
田　

裕
子

福
岡
県
遠
賀
郡
水
巻
町
猪
熊
二

－

一
一

－

三
三

四
、
一
一
、
二
一

は
ら
だ
宏
後
援
会

原
田　
　

宏

原
田　
　

宏

福
岡
県
朝
倉
郡
筑
前
町
山
隈
一
五
三
六

－

一

四
、
一
一
、　

四

平
川
ゆ
き
こ
サ
ポ

ー
タ
ー
ズ

平
川
裕
紀
子

西
島　

大
吾

福
岡
県
太
宰
府
市
梅
香
苑
二

－

九

－

八

四
、
一
一
、　

七

福
田
健
次
後
援
会

林　
　

聖
邦

伊
東　

哲
也

福
岡
県
中
間
市
中
尾
二

－

一
四

－

一
四

四
、
一
一
、　

二

松
下
真
一
後
援
会

松
下　

真
一

松
下　

町
子

福
岡
県
大
野
城
市
若
草
二

－

二
七

－

一

五

四
、
一
一
、　

八

豆
田
ゆ
う
子
と
未

来
を
つ
く
る
会

豆
田　

優
子

小
山
田
真
砂

美

福
岡
県
福
津
市
光
陽
台
四

－

一

－

三　

き
た
ざ
き
ビ
ル
二
〇
二
号

四
、
一
一
、
二
一

み
や
が
わ
宗
一
郎

後
援
会

宮
川
宗
一
郎

宮
川
弥
須
子

福
岡
県
福
岡
市
城
南
区
長
尾
五

－

三
一

－

八　

有
吉
ビ
ル
二
〇
二
号
室

四
、
一
一
、　

一

や
す
こ
う
ち　

ゆ

う
こ
後
援
会

安
河
内
祐
子

堀
本　

美
子

福
岡
県
糟
屋
郡
志
免
町
南
里
四

－

六

－

七

四
、
一
一
、　

一
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山
北
ま
さ
と
後
援

会

山
北　

政
登

角
銅　

利
成

福
岡
県
糸
島
市
志
摩
西
貝
塚
一
九
九

四
、
一
一
、
一
六

山
本
ゆ
う
へ
い
後

援
会

山
本　

祐
平

山
本　

祐
平

福
岡
県
福
津
市
若
木
台
四

－

一
二

－

四

四
、
一
一
、　

九

渡
辺
和
幸
後
援
会

渡
辺　

和
幸

中
村
三
喜
夫

福
岡
県
直
方
市
大
字
頓
野
二
二
〇
二

－

三

四
、
一
一
、　

八

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名

称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

社
会
民
主
党
福

岡
県
連
合

梶
原　

正
実

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

梶
原　

正
実

絹
川　

秀
久

渕
上　

貞
雄

村
山　

弘
行

四
、
一
一
、
一
〇

自
由
民
主
党
太

宰
府
市
支
部

宮
原　

伸
一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
太
宰
府

市
大
佐
野
四

－

一
－

一
三

福
岡
県
太
宰
府

市
通
古
賀
三

－

一
六

－

一

四
、
一
一
、
一
四

立
憲
民
主
党
福

岡
県
第
１
区
総

支
部

城
井　
　

崇

代
表
者
の
氏
名

城
井　
　

崇

坪
田　
　

晋

四
、
一
一
、　

一

立
憲
民
主
党
福

岡
県
第
５
総
支

部

堤　

か
な
め

会
計
責
任
者
の

氏
名

和
田　

瑞
季

吉
田　

確
子

四
、
一
一
、
二
四

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名

称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

入
江
弘
後
援
会

永
野　
　

賢

代
表
者
の
氏
名
永
野　
　

賢

永
野　

末
継

三
一
、　

四
、
一
〇 

大
田
京
子
後
援

会

大
田　

京
子

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
の
区

分

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の

七
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体

四
、
一
一
、　

八

お
お
つ
か
絹
子

後
援
会

大
塚　

絹
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
東
区
枝

光
本
町
六

－

一

三

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
東
区
諏

訪
一

－

五

－

二

七　

大
塚
方

四
、
一
一
、
三
〇

緒
方
林
太
郎
後

援
会

緒
方
林
太
郎

会
計
責
任
者
の

氏
名

髙
橋　

伊
織

大
塚　

絹
子

四
、
一
一
、
三
〇 

お
が
わ
誠
嗣
後

援
会

石
井　

国
弘

代
表
者
の
氏
名
石
井　

国
弘

出
利
葉
史
郎

四
、　

九
、
二
七 

遠
賀
町
日
本
共

産
党
後
援
会

門
司　

洋
一

政
治
団
体
の
名

称会
計
責
任
者
の

氏
名

遠
賀
町
日
本
共

産
党
後
援
会

田
代　

順
二

田
代
順
二
後
援

会上
野　

芳
枝 

三
、
一
〇
、
一
〇 

四
、
一
一
、
一
六

木
村
て
つ
あ
き

後
援
会

木
村　

哲
晃

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
福
岡
市

東
区
千
早
五

－

一
四

－

四
六

木
村　
　

哲

福
岡
県
宗
像
市

土
穴
一

－

三

－

三
二

－

四
〇
一

木
村　

久
生

四
、
一
一
、　

一 

富
永
ゆ
か
り
後

援
会

富
永
友
香
里

会
計
責
任
者
の

氏
名

江
藤　

清
子

中
村
智
恵
子

四
、
一
一
、　

七 

中
村
清
美
後
援

援
会

中
村　

清
美

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
直
方
市

大
字
感
田
二
一

三
五

－

二

福
岡
県
直
方
市

大
字
植
木
六
五

〇

－

六

四
、
一
一
、　

一

博
多
織
振
興
連

盟

寺
嶋　

貞
夫

会
計
責
任
者
の

氏
名

鈴
木　
　

明

坂
口　

典
子

四
、　

九
、
一
六 

福
岡
県
改
革
協

議
会

冨
田　

徳
二

会
計
責
任
者
の

氏
名

仁
戸
田
元
氣

原
中　

誠
志

四
、　

三
、
三
一

福
岡
県
農
政
連

糸
島
支
部

楠
原　

正
也

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
原　

忠
昭

鬼
塚　

浩
一

四
、　

五
、
二
一

福
岡
の
新
時
代

を
つ
く
る
会

田
中　

慎
介

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
福
岡
市

中
央
区
平
尾
五

－

四

－

三
六　

ア
イ
ア
ン
ド
エ

ル
平
尾
二
Ｆ

田
中　

慎
介

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
千
代
四

－

二
九

－

五
一　

河
野
ビ
ル
二
Ｆ

宮
浦　
　

寛

四
、
一
一
、
二
一

福
田
ま
も
る
後

援
会

福
田　
　

衞

会
計
責
任
者
の

氏
名

内
山　

大
輔

宮
崎　

榮
治

四
、
一
一
、
二
八
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も
と
や
ま
晴
子

後
援
会

中
原　

晴
子

会
計
責
任
者
の

氏
名

石
川　

裕
美

熊
谷
朱
江
子

四
、
一
一
、　

一

八
幡
東
区
の
幸

を
考
え
る
会

大
塚　

絹
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
東
区
枝

光
本
町
六

－

一

三

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
東
区
諏

訪
一

－

五

－

二

七　

大
塚
方

四
、
一
一
、
三
〇

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

国
民
民
主
党
福
岡
県
参
議
院
選
挙
区
第
１
総
支
部

大
田　

京
子

四
、
一
〇
、
三
一

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

梶
原
光
春
後
援
会

梶
原　

光
春

四
、
一
一
、
三
〇

安
河
内
の
ぶ
ひ
ろ
後
援
会

安
河
内
信
宏

四
、　

四
、　

一

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

片
宗　

晃
智

み
や
こ
町
議
会

議
員

片
宗
て
る
と
し

後
援
会

福
岡
県
京
都
郡
み
や
こ
町
勝
山
黒
田

一
五
一
六

－

四

四
、
一
一
、　

一

木
村　

哲
晃

福
岡
県
議
会
議

員

木
村
て
つ
あ
き

後
援
会

福
岡
県
福
岡
市
東
区
千
早
五

－

一
四

－

四
六

四
、
一
一
、
三
〇

新
開　

嵩
将

福
岡
県
議
会
議

員

新
開
た
か
ま
さ

後
援
会

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
警
固
三

－

五

－

三

四
、
一
一
、　

一

津
森　

洋
介

北
九
州
市
長

つ
も
り
洋
介
後

援
会

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
三
郎
丸

三

－

六

－

二
〇　

久
野
ビ
ル
二
〇
二

号

四
、
一
一
、　

九

中
村
慎
一
朗

大
野
城
市
議
会

議
員

中
村
シ
ン
イ
チ

ロ
ー
後
援
会

福
岡
県
大
野
城
市
宮
野
台
一
二

－

一
二

四
、
一
一
、　

四

花
下　

主
茂

八
女
市
議
会
議

員

花
下
あ
る
も
後

援
会

福
岡
県
八
女
市
納
楚
四
九
五

－

七　

ラ
・
ナ
チ
ュ
ー
ル
Ｃ

四
、
一
一
、
一
六

林　
　

泰
輔

福
岡
県
議
会
議

員

林　

泰
輔
後
援

会

福
岡
県
朝
倉
市
堤
一
二
五
〇

－

二

四
、
一
一
、
一
四

原
田　

茂
史

水
巻
町
議
会
議

員

原
田
し
げ
ふ
み

後
援
会

福
岡
県
遠
賀
郡
水
巻
町
猪
熊
二

－

一
一

－

三
三

四
、
一
一
、
一
八

平
川
裕
紀
子

福
岡
県
議
会
議

員

平
川
ゆ
き
こ
サ

ポ
ー
タ
ー
ズ

福
岡
県
太
宰
府
市
梅
香
苑
二

－

九

－

八

四
、
一
一
、　

一

松
下　

真
一

大
野
城
市
議
会

議
員

松
下
真
一
後
援

会

福
岡
県
大
野
城
市
若
草
二

－

二
七

－

一
五

四
、
一
一
、　

八

豆
田　

優
子

福
津
市
議
会
議

員

豆
田
ゆ
う
子
と

未
来
を
つ
く
る

会

福
岡
県
福
津
市
光
陽
台
四

－

一

－

三

き
た
ざ
き
ビ
ル
二
〇
二
号

四
、
一
一
、
一
七

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

大
田　

京
子

大
田
京
子
後

援
会

公
職
の
種
類

福
岡
県
議
会
議

員

参
議
院
議
員

四
、
一
一
、　

八
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田
中　

慎
介

福
岡
の
新
時

代
を
つ
く
る

会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

中
央
区
平
尾
五

－

四

－

三
六　

ア
イ
ア
ン
ド
エ

ル
平
尾
二
Ｆ

福
岡
県
福
岡
市

博
多
区
千
代
四

－

二
九

－

五
一　

河
野
ビ
ル
二
Ｆ

四
、
一
一
、
二
一

平
井　

一
三

平
井
一
三
後

援
会

公
職
の
種
類

筑
紫
野
市
長

県
議

四
、
一
一
、
一
五


